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(57)【要約】
【課題】　ＳＬＯ画像とＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを観察す
る際の視線の移動量を低減する。
【解決手段】　眼底の正面画像を取得する第１取得部と
、前記眼底の複数の断層画像に基づいてＥｎ－Ｆａｃｅ
画像を取得する第２取得部と、前記正面画像に前記Ｅｎ
－Ｆａｃｅ画像を重畳して表示部に表示させる表示制御
部と、を備える。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の正面画像を取得する第１取得部と、
　ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の異なる位置の複数の断層像を用いて、前記被検
眼のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を取得する第２取得部と、
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記正面画像に重畳して表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲を変更可能に構成されることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像は、前記被検眼のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像であることを
特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記正面画像の領域毎に前記深さ範囲が異なる前記ＯＣＴＡのＥｎ
－Ｆａｃｅ画像を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２に記載の情報処理装
置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の大きさ、形状および前記正面画像におけ
る位置を変更可能に構成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる大き
さで前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記表示部に表示させ、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲と、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる大きさ
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼における深さ範囲とを連動して変更可能に構成される
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサ
イズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を、前記正面画像に重畳せずに前記表示部に表示させるこ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサ
イズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像と、前記正面画像とを並べて前記表示部に表示させること
を特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記表示部に表示される撮影結果画面において、前記Ｅｎ－Ｆａｃ
ｅ画像が重畳された前記正面画像を第１の表示領域に表示させ、前記正面画像に重畳され
た前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサイズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を第２の表示領
域に表示させ、前記ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の断層像を第３の表示領域に表
示させ、
　前記表示制御部は、操作者からの指示に応じて、前記第３の表示領域に表示される断層
像上の線を移動することにより、前記深さ範囲を変更することを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記線は、前記第３の表示領域に表示される断層像上に重畳される層境界を示す境界線
であることを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２取得部は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像として、前記被検眼の強度のＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像と前記被検眼のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを取得し、
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　前記表示制御部は、前記正面画像に前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記ＯＣＴＡのＥ
ｎ－Ｆａｃｅ画像と同時に重畳して前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１乃
至９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記深さ範囲が異なる前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記ＯＣＴ
ＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１０に記載の
情報処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像に前記ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画
像を重畳して前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１０または１１に記載の情
報処理装置。
【請求項１３】
　前記正面画像は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりもサイズが大きく、前記ＯＣＴ光学系と
は一部共通の光路を有する別の光学系を用いて得た画像であることを特徴とする請求項１
乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記正面画像は、ＳＬＯ光学系を用いて得た画像であることを特徴とする請求項１３に
記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　ＯＣＴ光学系を用いて得た被検眼の異なる位置の複数の断層像であって、前記複数の断
層像を用いて得たＥｎ－Ｆａｃｅ画像を、前記被検眼の正面画像に重畳して表示部に表示
させる工程と、
　前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼における深さ範囲を変
更する工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の情報処理方法の各工程をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の技術は被検眼の画像を処理する情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置は、被検
眼の眼底の断層像を取得することに用いられている。
【０００３】
　ＯＣＴ装置により得られた複数の断層像の所定層の画素を用いて、疑似的に眼底を正面
から見た二次元画像であるＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成することが知られている（特許文献
１）。さらに特許文献１ではＥｎ－Ｆａｃｅ画像とＳＬＯ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅ
ｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）により取得されたＳＬＯ画像とを並べて表示するこ
とが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－４５８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１ではＳＬＯ画像とＥｎ－Ｆａｃｅ画像とが並べて表示されて
いるため、検者はＳＬＯ画像とＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを比較するために視線を大きく動か
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すことが必要となるという課題がある。
【０００６】
　開示の技術は、ＳＬＯ画像とＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを観察する際の視線の移動量を低減
することを目的の１つとする。
【０００７】
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導か
れる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の
他の目的の１つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開示の情報処理装置の一つは、
　被検眼の正面画像を取得する第１取得部と、
　ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の異なる位置の複数の断層像を用いて、前記被検
眼のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を取得する第２取得部と、
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記正面画像に重畳して表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲を変更可能に構成される。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の技術によれば、ＳＬＯ画像とＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを観察する際の視線の移動量
を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は眼科装置の概略構成の一例を示す図である。（ｂ）ＯＣＴの光学系の構
成の一例を示す図である。（ｃ）はＯＣＴの走査方法の一例を示す図である。
【図２】画像処理装置の機能の一例を示す図である。
【図３】断層像における深度範囲の設定方法の一例を示す図である。
【図４】撮影画面の一例を示す図である。
【図５】撮影フローの一例を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｄ）は撮影結果画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　開示の眼科装置および情報処理装置を図１～図６を参照して説明する。なお、以下の実
施例において示す構成は一例に過ぎず、本発明は以下の実施形態に限定されるものではな
い。
【００１２】
　［実施例１］
　＜装置の概略構成＞
　本実施例における眼底装置の概略構成について図１を用いて説明する。
【００１３】
　図１（ａ）は、眼科装置の構成を示す図であり、９００は眼底の２次元像（ＳＬＯ画像
）および断層画像を撮像するための測定光学系を含む光学ヘッドである。９５０は光学ヘ
ッドを図中ｘｙｚ方向に移動可能なステージ部である。
【００１４】
　９２５はステージ部の制御を行うパソコン（情報処理装置）であり、正面画像、断層画
像およびＥｎ－Ｆａｃｅ画像の生成を行う。また、情報処理装置９２５は、撮影方法とし
てＯＣＴＡが選択されている場合には、例えば、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成す
る。
【００１５】
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　９２６は各種の情報を記憶する記憶部である。９２８は表示部であり、例えば、表示部
９２８は液晶モニタである。９２９はパソコンへの指示を行う入力部であり、具体的には
キーボードおよびマウスから構成される。なお、入力部９２９はタッチパネルであっても
よい。
【００１６】
　光学ヘッド９００に含まれる光学系を図本実施例の測定光学系、参照系および光源周辺
の構成について図１（ｂ）を用いて説明する。
【００１７】
　まず、測定光学系について説明する。被検眼１００に対向して対物レンズ１０１が設置
され、その光軸上で第１ダイクロイックミラー１３０および第２ダイクロイックミラー１
３１によってＯＣＴ光学系の光路２０１、ＳＬＯ光学系と固視灯用の光路２０２および前
眼観察用の光路２０３とに波長帯域ごとに分岐される。
【００１８】
　光路２０２はＸＹスキャナ１３５を経由して穴あきミラー１３９によって眼底からの反
射光をアバランシェフォトダイオード（ＡＰＤ）１４２に受光させる。ＸＹスキャナ１３
５は一枚のミラーとして図示してあるが、Ｘ走査スキャナ４０１、Ｙ走査スキャナ４０２
からなる２軸方向の走査を行うものである。第３ダイクロイックミラー１４０によって眼
底観察用のＳＬＯ光源１４３および固視灯１４１からの光が光路２０２に入射する。ここ
で１３６、１３７，１３８はレンズであり、１３７は固視灯および眼底観察用の光の焦点
合わせのため不図示のモータによって駆動される。ＳＬＯ光源１４３からは中心波長７８
０ｎｍの光が出射される。固視灯１４１は可視光を発生して被検者の固視を促すものであ
る。
【００１９】
　光路２０３において１３２，１３３はレンズ、１３４は前眼観察用の赤外線ＣＣＤであ
る。このＣＣＤ１３４は不図示の前眼観察用照明光の波長、具体的には９７０ｎｍ付近に
感度を持つものである。
【００２０】
　光路２０１は前述の通りＯＣＴ光学系を成しており被検眼１００の眼底の断層画像を撮
像するためのものである。より具体的には断層画像を形成するための干渉信号を得るもの
である。１０２はレンズであり、１０４は披検眼への光照射を撮像時のみにするためのシ
ャッター、１０３は光を眼底上で走査するためのＸＹスキャナである。ＸＹスキャナ１０
３は一枚のミラーとして図示してあるが、ＸＹ２軸方向の走査を行うものである。１０５
、１０６はレンズであり、レンズ１０５は、ファイバーカプラー１１０に接続されている
ファイバー１０８から出射する光源１１４からの光を被検眼１００の眼底上に焦点合わせ
するために不図示のモータによって駆動される。この焦点合わせによって被検眼１００の
眼底からの光は同時にファイバー１０８先端にスポット状に結像されて入射されることと
なる。
【００２１】
　次に、光源１１４から被検眼へ向かう光路と参照光学系の構成について説明する。
【００２２】
　光源１１４は、前記光源は波長を変化させることが可能な波長掃引型光源であり、例え
ば、中心波長１０４０ｎｍ、バンド幅１００ｎｍの光を出射する。なお、上述の中心波長
およびバンド幅は例示でありこれらの値に限定されるものではない。光源１１４から出射
された光は、ファイバー１１３を介して、ファイバーカプラー１１２に導かれ、光量を測
定するためのファイバー１１５とＯＣＴ測定するためのファイバー１１１に分岐される。
光源１１４から出射された光は、ファイバー１１５を介して、ＰＭ（Ｐｏｗｅｒ　Ｍｅｔ
ｅｒ）１１６にてパワーが測定される。ファイバー１１１を介した光は、ファイバーカプ
ラー１１０に導かれる。ファイバーカプラー１１０は光源１１４からの光が伝送される光
路を参照光路と測定光路とに分割する分割部として機能する、すなわち、ファイバーカプ
ラー１１０により光源からの光は、測定光（ＯＣＴ測定光とも言う）と参照光とに分岐さ
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れる。ファイバーカプラー１１２の分岐比は、９９：１であり、ファイバーカプラー１１
０の分岐比は、９０（参照光）：１０（測定光）である。なお、分岐比は例示であり上記
の値に限定されるものではない。
【００２３】
　ファイバーカプラー１１０で分岐された測定光は、ファイバー１０８を介してコリメー
タ１０７から平行光として出射される。１０９は光ファイバー１０８中に設けられた測定
光側の偏光調整部である。偏光調整部は光ファイバーをループ状に引き回した部分を幾つ
か持ち、このループ状の部分をファイバーの長手方向を中心として回動させることでファ
イバーに捩じりを加え測定光と参照光との偏光状態を各々調整して合わせることが可能な
ものである。本装置ではあらかじめ測定光と参照光との偏光状態が調整されて固定されて
いるものとする。
【００２４】
　コリメータ１０７から出射された測定光は測定光学系を通り、被検眼１００の眼底で所
望の範囲の領域を走査することができる。
【００２５】
　一方、ファイバーカプラー１１０で分岐された参照光は、ファイバー１１７、偏光調整
部１１８を介してコリメータ１１９から平行光として射出される。射出された参照光はコ
ヒーレンスゲートステージ１２２上の参照ミラー１２０、１２１で反射され、コリメータ
１２３、ファイバー１２４を介し、ファイバーカプラー１２６に到達する。
【００２６】
　コヒーレンスゲートステージ１２２は、参照ミラー１２０、１２１の光軸方向における
位置を変更する変更部として機能し、係る機能により参照光の光路長を調整する。ミラー
１２０、１２１は測定光の光路長と参照光の光路長とが等しくなる位置が撮影対象付近と
なるように調整される。コヒーレンスゲートステージ１２２は被検眼の眼軸長の相違等に
対応する為、不図示のモータによって駆動される。
【００２７】
　ファイバーカプラー１２６は参照光路を経由した参照光と測定光路を経由した測定光と
を合波する合波部として機能する。これによりファイバーカプラー１２６に到達した測定
光と参照光とは合波されて干渉光となり、ファイバー１２７、１２８を経由し、合波され
た光を検出する光検出器である差動検出器（ｂａｌａｎｃｅｄ　ｒｅｃｅｉｖｅｒ）１２
９によって干渉信号が電気信号に変換される。情報処理装置９２５は、差動検出器１２９
から出力を受信する。そして、情報処理装置９２５は、受信した信号に対して、一般的な
再構成処理を行うことで、断層画像を生成する。
【００２８】
　以上は、被検眼１００のある１点における断層に関する情報の取得プロセスであり、眼
科装置は、このプロセスをＸ方向に複数回行うことで２次元の断層像を取得することがで
きる。また、眼科装置は、上記のプロセスをＸ方向およびＹ方向にそれぞれ複数回実行す
ることで３次元断層像を取得することができる。２次元または３次元の断層像を取得する
ための走査は上述したＸ走査スキャナ４０１および／またはＹ走査スキャナ４０２により
行われる。
【００２９】
　なお、Ｘ走査スキャナ４０１、Ｙ走査スキャナ４０２は、それぞれ回転軸が互いに直交
するように配置された偏向ミラーで構成されている。Ｘ走査スキャナ４０１は、Ｘ軸方向
の走査を行い、Ｙ走査スキャナ４０２は、Ｙ軸方向の走査を行う。Ｘ軸方向、Ｙ軸方向の
各方向は、被検眼１００の眼軸方向に対して垂直な方向で、互いに垂直な方向である。
【００３０】
　なお、上記の例ではＳＳ－ＯＣＴの構成を説明したが、ＳＤ－ＯＣＴであってもよい。
【００３１】
　＜ＯＣＴＡについての説明＞
　本実施例におけるＯＣＴＡについて図１（ｃ）を用いて説明する。
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【００３２】
　ＯＣＴＡでは血流による干渉信号の時間変化を計測するため、眼底の同じ場所で複数の
断層像を取得することが望ましい。本実施例ではＯＣＴ装置は、ｎ箇所のＹ位置それぞれ
において眼底の同じ場所でのＢスキャンをｍ回繰り返すスキャンを行う。
【００３３】
　具体的なスキャン方法の一例を図１（ｃ）に示す。ＯＣＴ装置は、眼底平面状でｙ１～
ｙｎのｎ箇所のＹ位置それぞれにおいて、Ｂスキャンをｍ回ずつ繰り返し実施する。ｍが
大きいと同じ場所での計測回数が増えるため、血流の検出精度が向上する。その一方でス
キャン時間が長くなり、スキャン中の眼の動き（固視微動）により画像にモーションアー
チファクトが発生する問題と被検者の負担が増える問題が生じる。本実施例では両者のバ
ランスを考慮してｍ＝３とする。なお、Ｂスキャンの繰返し回数は３に限定されるもので
はない。なお、ＯＣＴ装置のＡスキャン速度、被検眼１００の動き量に応じて、ｍを自由
に変更してもよい。ｐは１つのＢスキャンにおけるＡスキャンのサンプリング数を示して
いる。すなわち、ｐ×ｎにより平面画像サイズが決定される。ｐ×ｎが大きいと、同じ計
測ピッチであれば広範囲がスキャンできるが、スキャン時間が長くなり、上述のモーショ
ンアーチファクト及び患者負担の問題が生じる。図１（ｃ）において、Δｘは隣り合うＸ
位置の間隔（ｘピッチ）であり、Δｙは隣り合うＹ位置の間隔（ｙピッチ）である。本実
施例ではｘピッチは眼底における照射光のビームスポット径の１／２として決定し、１０
μｍとする。また、ΔｙもΔｘと同様に１０μｍとする。なお、これらの数値は例示であ
り適宜変更してもよい。スキャン時間短縮のため、Δｙを１０μｍより大きくしてもよい
が、ビームスポット径である２０μｍを超えない範囲にするとよい。ｘピッチ、ｙピッチ
に関しては、眼底ビームスポット径を大きくすると精細度は悪化するが、小さなデータ容
量で広い範囲の画像を取得することができる。臨床上の要求に応じてｘピッチ、ｙピッチ
を自由に変更してもよい。
【００３４】
　情報処理装置９２５は各Ｙ位置で得られた３枚のＢスキャン間の各画素の相関または分
散をモーションコントラスト値として取得する。そして、情報処理装置９２５はモーショ
ンコントラスト値に対して輝度値を割り当てることで３次元のＯＣＴＡ画像を取得するこ
とができる。例えば、情報処理装置９２５は分散が大きいほど高い輝度値を割り当てるこ
ととしてもよいし、情報処理装置９２５は相関値が小さいほど高い輝度値を割り当てるこ
ととしてもよい。
【００３５】
　＜画像処理方法の説明＞
　本実施例における画像処理方法について図２を用いて説明する。
【００３６】
　図２は情報処理装置９２５の機能構成を示す図である。情報処理装置９２５は、不図示
のＣＰＵなどのプロセッサが記憶部９２６に記憶されたプログラムを実行することで第一
取得部３０１、第二取得部３０２、層認識部３０３、生成部３０４および表示制御部３０
５として機能する。
【００３７】
　なお、情報処理装置９２５が備えるＣＰＵは１つであってもよいし複数であってもよい
。また、記憶部９２６は複数のメモリを含むこととしてもよい。すなわち、少なくとも１
以上のプロセッサ（ＣＰＵなど）と少なくとも１つのメモリとが接続されており、少なく
とも１以上のプロセッサが少なくとも１以上のメモリに記憶されたプログラムを実行した
場合に情報処理装置９２５のプロセッサは上記の各手段として機能する。
【００３８】
　第一取得部３０１は、差動検出器１２９の出力に基づいて断層像を取得する。また、第
一取得部３０１は、さらに、第一取得部３０１はＡＰＤ１４２の出力に基づいて眼底の正
面画像（以下、ＳＬＯ画像という場合がある）を取得する。また、第一取得部３０１は、
３次元のＯＣＴＡ画像を取得する。具体的には、第一取得部３０１は、ｍ回の繰返しＢス
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キャンにより得られた干渉信号に基づいて生成されたｍ枚の断層像間の相関を計算する。
第一取得部３０１はこの相関の計算を複数のＹ位置毎に行うことで、断層画像間の相関に
基づいて３次元のＯＣＴＡ画像を取得する。例えば、第一取得部３０１は、相関が低いほ
ど高い輝度を割り当てることで、血管が強調されたＯＣＴＡ画像を取得する。なお、ＯＣ
ＴＡ画像は既知の種々の方法により生成可能であるため、詳細な説明は省略する。
【００３９】
　また、第二取得部３０２はＥｎ－Ｆａｃｅ画像を取得する。より具体的には、第二取得
部３０２は、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像と強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを取得する。
ここで、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とは、信号強度を示す通常の断層像複数枚から得られ
たＥｎ－Ｆａｃｅ画像であり、３次元のＯＣＴＡ画像から得れるＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像とは異なる画像である。第二取得部３０２は、層認識部３０３と生成部３０４とを
含む。
【００４０】
　層認識部３０３は、第一取得部３０１で得られた断層画像において被測定対象物（網膜
）の層構造を抽出し、それぞれの層境界の形状を認識する。なお、層境界の認識は、深さ
方向における輝度の変化に基づいて層境界を認識する方法など既知の方法により実現可能
である。
【００４１】
　層認識部３０３は、ＲＮＦＬ、ＧＣＬ、ＩＮＬ、ＯＮＬ＋ＩＳ、ＯＳ、ＲＰＥ、ＢＭ等
の層の層境界を認識する。特定された層境界の形状は断層像と共に生成部３０４へと入力
される。
【００４２】
　生成部３０４は、層認識部３０３により認識された層境界に基づいて、断層画像の所定
の深さ領域における画素値列の画素をそれぞれの画素列毎（Ａスキャン毎）に積算（また
は加算平均）して強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成する。なお、生成部３０４は、断層画
像の所定の深さ領域における画素値列から１の画素をそれぞれの画素列毎に選択して強度
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成することとしてもよい。また、生成部３０４は、層認識部３
０３により認識された層境界に基づいて、３次元のＯＣＴＡ画像から、所定の深さ領域に
おけるＯＣＴ画像の画素値列の画素をそれぞれの画素列毎（Ａスキャン毎）に積算（また
は加算平均）してＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成する。生成部３０４は、３次元の
ＯＣＴＡ画像の所定の深さ領域における画素値列から１の画素をそれぞれの画素列毎に選
択してＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成することとしてもよい。なお、３次元のＯＣ
ＴＡ画像と層境界が得られた断層画像とは共通の断層画像であるため、生成部３０４は、
３次元のＯＣＴＡ画像において層認識部３０３により得られた層境界の位置を容易に特定
することができる。また、上記の例に限らず、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の生成には既知の種々
の手法を用いることが可能である。例えば、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を生成する断層像におけ
る深さ範囲（眼底における深さ範囲）は層境界に基づいて決定することとしたが、深さ方
向に直行する水平な複数の直線により決定することとしてもよい。
【００４３】
　なお、生成部３０４は、入力部９２９からの指示によりＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成する
深さ領域が変更された場合には、逐次Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を生成し直す。従って、操作者
の希望に応じた深さ領域のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が生成部３０４により適宜生成される。例
えば、入力部による深さ範囲の変更は、図３（ａ）、（ｂ）に示すように断層像に重畳さ
れた層境界を例えばドラッグにより移動することで実現できる。なお、生成部３０４は、
層境界をドラッグしてドロップしたことを生成部３０４が検知した場合に、Ｅｎ－Ｆａｃ
ｅ画像の生成を行うこととしてもよいし、層境界がドラッグにより移動したことを生成部
３０４が検知した場合にドロップが行われたか否かに関わらずＥｎ－Ｆａｃｅ画像の生成
を行うこととしてもよい。なお、ドラッグのみならず、マウスホイールの回転によって層
境界を移動させることとしてもよい。
【００４４】
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　また、生成部３０４は、不図示の外部記憶装置から取得した層境界の情報及び断層像を
用いてＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成するように構成してもよい。
【００４５】
　表示制御部３０５は、第一取得部３０１により取得された断層像、正面画像および第二
取得部３０２により取得された輝度およびＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を選択的に表示
部９２８に表示させる。例えば、表示制御部３０５は、表示部９２８に輝度またはＯＣＴ
ＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を正面画像に重畳して表示させる。また、表示制御部３０５は、
入力部９２９からの指示によりＥｎ－Ｆａｃｅ画像を生成する深さ領域が変更された場合
には、生成部３０４により逐次生成されるＥｎ－Ｆａｃｅを表示手段に順次表示する。
【００４６】
　上記のように構成された眼科装置の動作の一例を図４～図６を用いて説明する。
【００４７】
　図５は撮影手順の一例を示すフローチャートである。なお、前提として、表示制御部３
０５は、表示部９２８に図４に示す表示画面を表示させている。なお、１００１は左右眼
の何れかを示す表示である。また、図４において、領域１００２には前眼部画像１００３
が、領域１０１１には断層像の撮影領域が重畳された眼底像１０１２が表示される。また
、領域１００６には断層像が表示される。なお、入力部９２９により移動可能なマウスカ
ーソル１００５も表示される。
【００４８】
　ステップＳ２００１では、操作者によりスキャンモードが選択される。言い換えれば、
情報処理装置９２５が備えるプロセッサが操作者により選択されたスキャンモードを認識
する。具体的には、操作者は入力部９２９を介して図４に示す測定画面１０００のＳｃａ
ｎ　Ｍｏｄｅボタン１００４から所望のスキャンモードを選択する。Ｓｃａｎ　Ｍｏｄｅ
ボタン１００４には、Ｍａｃｕｌａ３Ｄボタン１０１４、Ｇｌａｕｃｏｍａ３Ｄボタン１
０１５、Ｄｉｓｃ３Ｄボタン１０１６、Ａｎｔｅｒｉｏｒ３Ｄボタン１０１７、ＯＣＴＡ
ボタン１０１３が含まれている。スキャンモードボタンがクリックされると、情報処理装
置９２５が備えるプロセッサはクリックされたスキャンモードを認識するとともに、それ
ぞれのスキャンモードに最適な走査パターン、固視位置をＯＣＴ装置に設定する。走査パ
ターンとしては、例えば、３Ｄスキャン、ラジアルスキャン、クロススキャン、サークル
スキャン、ラスタースキャンが含まれる。
【００４９】
　次に、ステップＳ２００２で、情報処理装置９２５が備えるプロセッサは、Ｓｔａｒｔ
ボタン１００８の押し下げを検知すると、ＯＣＴ装置を制御することでピント調整および
アライメント調整を自動的に行わせる。ピントやアライメントを微調整する際は、操作者
はスライダ１０１８により被検眼に対する光学ヘッドのＺ方向の位置を移動させることで
調整し、スライダ１０１０によりフォーカス調整を行い、スライダ１００９によりコヒー
レンスゲートの位置調整を行う。
【００５０】
　ステップＳ２００３で、情報処理装置９２５が備えるプロセッサはＣａｐｔｕｒｅボタ
ン１００７の押し下げを検知すると、設定された走査パターンで被検眼を撮影するようＯ
ＣＴ装置を制御する。そして、ＯＣＴ装置により撮影が行われると、第一生成部３０１お
よび第二生成部３０２により被検眼の画像（ＳＬＯ画像、ＯＣＴ画像、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画
像、３次元ＯＣＴＡ画像など）が取得される。
【００５１】
　そして、ステップＳ２００４で、表示制御手段３０５は、被検眼の画像を表示部９２８
に表示させる。
【００５２】
　ステップＳ２００４で、表示制御部３０５により表示部９２８に表示される撮影結果画
面の例を図６に示す。図６（ａ）に示す撮影結果画面３１００では、第１の表示領域３１
０２には眼底の正面画像（ＳＬＯ画像）３１０３に強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４が
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重畳して表示される。強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４の領域の大きさおよび位置は、
入力部９２９による操作（例えばドラッグアンドドロップ）により変更することも可能で
ある。具体的には、表示制御部３０５が入力部９２９からの信号を受け付けて、表示部９
２８に強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４の領域の大きさおよび位置を変更させる。なお
、初期状態において、第１の表示領域３１０２に強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像ではなく、Ｏ
ＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示させることとしてもよい。
【００５３】
　なお、プルダウンメニュー３１０１から強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＯＣＴＡのＥｎ－
Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像およびプロジェクション画像のいずれかを選択することで正面
画像３１０３に重ねる画像を選択することが出来る。例えば、表示制御部３０５は、プル
ダウンメニュー３１０１からＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像が選択されたことを検知した
場合、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像に代えてＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示部９２８
に表示させる。なお、プロジェクション画像が深さ方向全域において加算平均を行うこと
で生成された画像であり、深さ方向の１部の領域を用いるＥｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる
画像である。
【００５４】
　第２の表示領域３１１２には強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４と同じ深さ領域のＯＣ
ＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１１３が表示される。プルダウンメニュー３１１１から強度
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像およびプロジェクシ
ョン画像のいずれかを選択することが出来る。例えば、表示制御部３０５は、プルダウン
メニュー３１１１から強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が選択されたことを検知した場合、ＯＣ
ＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像に代えて強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示部９２８に表示させ
る。
【００５５】
　第３の表示領域３１２１には、ＳＬＯ画像３１０３中の断層像の取得位置を示す線３１
０５の位置に対応する断層像３１２２が表示される。線３１０５を入力部９２９を用いて
ドラッグすることで移動させることができる。表示制御部３０５は、線３１０５の位置を
検知して、検知した位置に対応する断層像を表示部９２８に表示させる。ＯＣＴＡのＥｎ
－Ｆａｃｅ画像３１１３に重畳表示される線３１１４は線３１０５と同様の機能を有する
ものであるため詳細な説明は省略する。なお、表示制御部３０５は、線３１０５および線
３１１４の一方が移動する場合、他方も連動して移動するように表示部９２８を制御する
。
【００５６】
　また、断層像３１２２には、層認識部３０３により認識された層境界が境界線３１２３
として重畳して表示されている。また、境界線３１２３から深さ方向において所定距離（
例えば１０μｍ）離れた位置に境界線３１２４が断層像３１２２に重畳して表示されてい
る。なお、２つの境界線の両者ともＲＰＥ、ＩＬＭなど具体的な層境界を指定することで
、深さ領域を規定できるようにしてもよい。境界線３１２３と境界線３１２４とで規定さ
れる深さ領域は、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３
１１３の深さ領域を示している。
【００５７】
　なお、表示制御部３０５は、プルダウンメニュー３１２０から所望の網膜層の境界（Ｒ
ＮＦＬ、ＧＣＬ、ＩＮＬ、ＯＮＬ＋ＩＳ、ＯＳ、ＲＰＥ、ＢＭ）が選択されたことを検知
すると、選択された層境界に対応して境界線３１２３、境界線３１２４の表示位置を表示
部９２８に変更させる。また、境界線３１２３、境界線３１２４は入力部９２９を用いて
ドラッグすることでそれぞれ独立に自由に位置を変えることが出来る。また、境界線３１
２３、境界線３１２４は独立ではなく一定の間隔を保持して動かすことも可能である。
【００５８】
　第４の表示領域３１０７にはＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４とは異なる深さ領域の強度の
Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像３１０８が表示される。第５の表示領域３１１６には強度のＥｎ－Ｆ
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ａｃｅ画像３１０８と同じ深さ領域のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１１７が表示され
る。第６の表示領域３１２６にはＳＬＯ画像３１０３中の断層像の取得位置を示す線３１
０５の位置に対応する断層像３１２７が表示される。境界線３１２８、境界線３１２９の
位置は境界線３１２３、境界線３１２４とは異なる位置になっており、異なる深さ方向に
おける眼底の状態を個別に確認することが出来る。なお、線３１１０および線３１１８の
機能は線３１０５および線３１１４と同様の機能を有するものであるため、説明を省略す
る。なお、線３１０５、３１１０，３１１４、３１１８の全ての位置が眼底の同一位置と
なるように連動させることとしてもよい。さらに、プルダウンメニュー３１０６、３１１
５、３１２５は、プルダウンメニュー３１０１、３１１１、３１２０と同様の機能を有す
るものであるため、説明を省略する。
【００５９】
　なお、線３１０５、３１１０，３１１４、３１１８は、図６（ａ）の画面が表示された
初期状態では、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像の視認性を高めるために非表示としてもよ
い。この場合、線３１１０は表示切替ボタン３１１９により線３１０５、３１１０，３１
１４、３１１８の表示、非表示の切換えを行うことができる。すなわち、表示制御部３０
５は、表示切替ボタン３１１９に対する操作を検知して、線３１０５、３１１０，３１１
４、３１１８を表示させるか否かの制御を行う。なお、ＯＣＴＡモード以外の場合にも、
ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像は含まれないが、図６（ａ）と同様の構成の撮影結果画面
が表示される。例えば、図６（ａ）においてＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像が表示されて
いる部分は強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像またはプロジェクション画像に置き換えられる。そ
の場合、表示制御部３０５は、断層像の位置を示す線を撮影結果画面の初期状態において
表示部９２８に表示させることとしてもよい。すなわち、撮影モードに応じて、撮影結果
画面の初期状態において断層像の位置を示す線を表示させるか否かを切り替えることとし
てもよい。
【００６０】
　上記実施形態においては表示領域３１０２にＳＬＯ画像を表示したがＥｎ－Ｆａｃｅ画
像やＯＣＴＡ画像等、他の画像を表示してもよい。また、初期状態において、第１の表示
領域には強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１０４ではなくＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像をＳ
ＬＯ画像に重畳して表示させることとしてもよい。
【００６１】
　上記の実施例によれば、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像またはＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画
像を正面画像の一例であるＳＬＯ画像上に重ねて表示するため、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像と正
面画像との比較する際の視線の移動を軽減することが可能となる。
【００６２】
　また、深さ位置を変更した場合、ＳＬＯ画像３１０３に重畳された強度またはＯＣＴＡ
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３１１２が連動して変化するため
、操作者は簡単に複数のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を変更することが可能となる。
【００６３】
　［実施例２］
　実施例２について、図６（ｂ）を用いて説明する。なお、眼科装置の構成は実施例１と
同様であるため、説明を省略する。実施例２では、撮影結果画面が実施例１とは異なって
いる。図６（ｂ）は、第２の表示領域から第６の表示領域までは実施例１に係る撮影結果
画面である図６（ａ）と同様であるため、説明を省略する。
【００６４】
　図６（ｂ）における第１の表示領域３２０３には眼底の正面画像（ＳＬＯ画像）３２０
４に、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３２０５および強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３２０６
が重ねて表示されている。なお、図６（ｂ）においては、左側にＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像３２０５、右側に強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３２０６が表示されているが、左右は
逆であってもよい。
【００６５】
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　第１の表示領域３２０３にはＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３２０５が表示されている
が、プルダウンメニュー３２０１から強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像、プロジェ
クション画像を選択することで表示する画像を変えることが出来る。同様にＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像３２０６が表示されているが、プルダウンメニュー３２０２からＯＣＴＡのＥｎ－
Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像、プロジェクション画像のいずれかを選択することで表示する
画像を変えることが出来る。具体的には、表示制御部３０５は、プルダウンメニュー３２
０１，３２０２で選択された画像の種別を受け付け、選択された画像をＳＬＯ画像３２０
４に重畳して表示部９２８に表示させる。なお、実施例１と同様に、境界線３１２３，３
１２４の位置を変更することでＥｎ－Ｆａｃｅ画像の深さ領域が変更された場合には、表
示制御部３０５によりＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３２０５および強度のＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像３２０６が更新される。
【００６６】
　上記に説明した実施形態によると強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像とがＳＬＯ画像上に半分ずつ重ねて表示されているため、実施例１の効果に加えて
、異なる種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を操作により切換えることなく確認することが可能と
なる。
【００６７】
　なお、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像との領域は等しい大
きさとしたが、例えば両Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の境界をドラッグすることで、それぞれの領
域の大きさを変更できるように構成してもよい。すなわち、両Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の境界
の移動を表示制御部３０５が検知した場合、表示制御部３０５は、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像と
ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像との領域の大きさを表示部９２８に変更させる。
【００６８】
　また、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像との領域は左右では
なく上下で分割することとしてもよい。
【００６９】
　また、境界線３１２３，３１２４の位置が変更された場合、第２の表示領域に表示され
たＥｎ－Ｆａｃｅ画像と同じ種類のＳＬＯ画像３２０４上のＥｎ－Ｆａｃｅ画像のみ更新
されることとしてもよい。
【００７０】
　［実施例３］
　実施例３について、図６（ｃ）を用いて説明する。なお、眼科装置の構成は実施例１と
同様であるため、説明を省略する。実施例３では、撮影結果画面が実施例１とは異なって
いる。図６（ｃ）は、第２の表示領域、第４の表示領域から第６の表示領域までは実施例
１に係る撮影結果画面である図６（ａ）と同様であるため、説明を省略する。
【００７１】
　第１の表示領域３３０３には、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像３３０５が重畳された眼底の正面画
像画像（ＳＬＯ画像）３３０４が表示されている。更に、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像３３０５上
にＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０６が表示されている。表示されている強度のＥｎ
－Ｆａｃｅ画像３３０５を、プルダウンメニュー３３０１からＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ
画像、ＳＬＯ画像、プロジェクション画像のいずれかを選択することで変えることが出来
る。
【００７２】
　同様に表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０６もプルダウンメニュー３３０
２から強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像、プロジェクション画像のいずれかを選択
することで変えることが出来る。具体的には、表示制御部３０５が、プルダウンメニュー
３３０１、３３０２を用いて選択された画像を、表示部９２８に表示させる。
【００７３】
　第３の表示領域３３０８にはＳＬＯ画像３３０４中の線３３０７に対応する断層像３３
０９が表示される。強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０５は境界線３３１０、境界線３３１
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１に挟まれた深さ方向の領域のＥｎ－Ｆａｃｅ画像である。ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画
像３３０６は境界線３３１２、境界線３３１３に挟まれた深さ方向の領域のＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像になっている。表示制御部３０５は、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０５と境界線
３３１０、３３１１とが対応していること、および、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３
０６が境界線３３１２、３３１３とが対応していることを明示するように、各境界線およ
びＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示部９２８に表示させる。例えば、表示制御部３０５は、Ｅｎ
－Ｆａｃｅ画像の外枠の色を対応する境界線と同様の色で表示部９２８に表示させる。
【００７４】
　操作者は境界線３３１０、３３１１を境界線３３１２、３３１３と独立して操作するこ
とが可能である。従って、本実施例では、それぞれのＥｎ－Ｆａｃｅ画像の深さ範囲を個
別に設定することができる。
【００７５】
　なお、第２領域に表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像は、境界線３３１２、３３
１３の位置により規定される深さ方向の領域に対応している。ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ
画像の深さ方向の領域を示す境界線３３１２、３３１３変更された場合のみ、第２領域に
表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像が更新されることとしてもよい。すなわち、図
６（ｃ）において、境界線３３１０、３３１１が変更された場合には、強度のＥｎ－Ｆａ
ｃｅ画像３３０５のみが表示制御部３０５により更新されることとしてもよい。
【００７６】
　さらに、入力部９２９からの信号に応じて表示制御部３０５は、表示部９２８にＯＣＴ
ＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０６の大きさおよび位置を変更させることとしてもよい。例
えば、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０６の位置が変更された場合、表示制御部３０
５は、第３の表示領域における境界線３３１２，３３１３の水平方向における表示位置を
表示部９２８に変更させる。
【００７７】
　また、図６（ｃ）に示した例では、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０５上の一部にＯＣ
ＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３３０６が表示されているが、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像
上の一部に強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が表示されることとしてもよい。
【００７８】
　本実施例によれば、異なる種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像をそれぞれ個別に深さ方向を設定
することが可能となる。
【００７９】
　［実施例４］
　実施例４について、図６（ｄ）を用いて説明する。なお、眼科装置の構成は実施例１と
同様であるため、説明を省略する。実施例４では、撮影結果画面が実施例１とは異なって
いる。図６（ｂ）は、第２の表示領域、第４の表示領域から第６の表示領域までは実施例
１に係る撮影結果画面である図６（ａ）と同様であるため、説明を省略する。
【００８０】
　第１の表示領域３４０３には、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０６が重畳された眼底の
正面画像画像（ＳＬＯ画像）３４０４が表示されている。さらに、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ
画像３４０６にはＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５、３４０７が重ねて表示されて
いる。
【００８１】
　表示制御部３０５によりＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５の領域形状を円形にす
ることで、操作者は乳頭周辺の深さ方向の画像を観察することが出来る。また、領域形状
は入力部９２９からの入力される指示に応じて任意に大きさや形を変えることが出来る。
具体的には、表示制御部３０５は入力部９２９からの入力に従い、表示部９２８にＥｎ－
Ｆａｃｅ画像の領域形状を変更させる。
【００８２】
　表示されたＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０６を、プルダウンメニュー３４０１からＯＣＴＡ
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のＥｎ－Ｆａｃｅ画像やＳＬＯ画像、プロジェクション画像のいずれかを選択することで
変えることが出来る。同様に表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５、３４０
７を、プルダウンメニュー３４０２から強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像、ＳＬＯ画像、プロジ
ェクション画像のいずれかを選択することで変えることが出来る。
【００８３】
　第３の表示領域３４０９にはＳＬＯ画像３４０４中の線３３０８に対応する断層像３３
１０が表示される。強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０６は境界線３３１１、境界線３３１
２に挟まれた深さ方向の領域のＥｎ－Ｆａｃｅ画像である。ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画
像３４０５は境界線３４１５、３４１６に挟まれた深さ方向の領域のＥｎ－Ｆａｃｅ画像
である。同様にＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０７は境界線３４１３、境界線３４１
４に挟まれた深さ方向の領域のＥｎ－Ｆａｃｅ画像である。
【００８４】
　表示制御部３０５は、実施例３と同様に、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像と境界線との対応を明示
するように、各境界線およびＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示部９２８に表示させる。具体的に
は、実施例３と同様に色を用いて境界線とＥｎ－Ｆａｃｅ画像との対応関係を示すことと
してもよい。
【００８５】
　図６（ｄ）においては、同種のＥｎ－Ｆａｃｅ画像であっても、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａ
ｃｅ画像３４０５，３４０７それぞれの深さ方向の領域を個別に設定することが可能であ
る。具体的には、入力部９２９を介して、境界線３４１３、３４１４が変更された場合で
も表示制御部３０５は、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５は更新せずＯＣＴＡのＥ
ｎ－Ｆａｃｅ画像３４０７のみを更新するように表示部９２９を制御する。従って、操作
者は、同種のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の異なる深さ範囲の画像を一見して観察することが可能
となる。すなわち、表示制御部３０５は、正面画像の領域毎に眼底における深さ範囲が異
なるＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示部９２８に表示させることが可能となる。
【００８６】
　なお、第２の表示領域に表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像の深さ方向の範囲は
、ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５，３４０７のどちらに連動してもよい。また、
例えば、第２の表示領域に表示されたＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像をＯＣＴＡのＥｎ－
Ｆａｃｅ画像３４０５，３４０７のうち領域の大きい画像に連動させることとしてもよい
し、領域が小さい画像に連動させることとしてもよい。
【００８７】
　また、図６（ｄ）に示した例では、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０６上の一部に複数
のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５，３４０７が表示されているが、ＯＣＴＡのＥ
ｎ－Ｆａｃｅ画像上の一部に複数の強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が表示されることとしても
よい。なお、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０６を表示せず、ＳＬＯ画像３３０４に直接
ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像３４０５，３４０７を直接重畳するようにしてもよい。
【００８８】
　本実施例によれば、同種のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の異なる深さ方向の画像を一見して把握
することが可能となる。また、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の形状を変更することが可能であるた
め、目的に適したＥｎ－Ｆａｃｅ画像を表示することが可能となる。
【００８９】
　［その他の実施形態］
　上記の実施例において、表示される画像の変更はプルダウンメニューを用いることとし
たが、表示部９２９がタッチパネルを備える場合には、画像をタップすることで表示され
る画像が変更されることとしてもよい。
【００９０】
　また、上記の実施例においては、ＳＬＯ画像にＥｎ－Ｆａｃｅ画像を重畳することとし
たが、Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像にＳＬＯ画像を重畳する構成としてもよい。
【００９１】
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　さらに、上記の実施例においては正面画像としてＳＬＯ画像を例に上げたが、眼底カメ
ラにより撮影された眼底像を正面画像として取り扱ってもよい。
【００９２】
　以上、実施例を詳述したが、開示の技術は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体（記憶媒体）等としての実施態様をとることが可能である。具体的には
、複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、ｗｅｂア
プリケーション等）から構成されるシステムに適用してもよいし、また、一つの機器から
なる装置に適用してもよい。
【００９３】
　また、本発明の目的は、以下のようにすることによって達成されることはいうまでもな
い。即ち、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード（コンピ
ュータプログラム）を記録した記録媒体（または記憶媒体）を、システムあるいは装置に
供給する。係る記憶媒体は言うまでもなく、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体である
。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒
体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。この場合、記録媒体から読み出さ
れたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログ
ラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月25日(2019.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の正面画像を取得する第１取得部と、
　ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の異なる位置の複数の断層像を用いて、前記被検
眼のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を取得する第２取得部と、
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記正面画像に重畳して表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲を、前記断層像における層境界の情報を用いて設定可能に構成されること
を特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像は、前記被検眼のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像であることを
特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記正面画像の領域毎に前記深さ範囲が異なる前記ＯＣＴＡのＥｎ
－Ｆａｃｅ画像を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項２に記載の情報処理装
置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の大きさ、形状および前記正面画像におけ
る位置を変更可能に構成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる大き
さで前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記表示部に表示させ、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲と、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる大きさ
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼における深さ範囲とを連動して変更可能に構成される
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサ
イズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を、前記正面画像に重畳せずに前記表示部に表示させるこ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサ
イズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像と、前記正面画像とを並べて前記表示部に表示させること
を特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記表示部に表示される撮影結果画面において、前記Ｅｎ－Ｆａｃ
ｅ画像が重畳された前記正面画像を第１の表示領域に表示させ、前記正面画像に重畳され
た前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりも大きいサイズの前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を第２の表示領
域に表示させ、前記ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の断層像を第３の表示領域に表
示させ、
　前記表示制御部は、操作者からの指示に応じて、前記第３の表示領域に表示される断層
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像上の線を移動することにより、前記深さ範囲を変更することを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記線は、前記第３の表示領域に表示される断層像上に重畳される層境界を示す境界線
であることを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２取得部は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像として、前記被検眼の強度のＥｎ－Ｆａｃ
ｅ画像と前記被検眼のＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを取得し、
　前記表示制御部は、前記正面画像に前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記ＯＣＴＡのＥ
ｎ－Ｆａｃｅ画像と同時に重畳して前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１乃
至９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記深さ範囲が異なる前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記ＯＣＴ
ＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１０に記載の
情報処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像に前記ＯＣＴＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画
像を重畳して前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１０または１１に記載の情
報処理装置。
【請求項１３】
　前記正面画像は、前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像よりもサイズが大きく、前記ＯＣＴ光学系と
は一部共通の光路を有する別の光学系を用いて得た画像であることを特徴とする請求項１
乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記正面画像は、ＳＬＯ光学系を用いて得た画像であることを特徴とする請求項１３に
記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　ＯＣＴ光学系を用いて得た被検眼の異なる位置の複数の断層像であって、前記複数の断
層像を用いて得たＥｎ－Ｆａｃｅ画像を、前記被検眼の正面画像に重畳して表示部に表示
させる工程と、
　前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼における深さ範囲を、
前記複数の断層像における層境界の情報を用いて設定する工程と、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１６】
　複数種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像から選択された第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と、前記複数
種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像から選択された前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる第２
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを表示画面に表示する表示制御手段と、
　前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記第２のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の深さ範囲を連動して
変更する制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１７】
　前記複数種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像は、指定された深さ範囲の画像を加算平均した画像
であることを特徴とする請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記複数種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像は、強度のＥｎ－Ｆａｃｅ画像またはＯＣＴＡのＥ
ｎ－Ｆａｃｅ画像を含むことを特徴とする請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記第２のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が異なる種類のＥｎ－
Ｆａｃｅ画像である場合は、深さ範囲が同じＥｎ－Ｆａｃｅ画像であることを特徴とする
請求項１６乃至１８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
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　前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記第２のＥｎ－Ｆａｃｅ画像が同じ種類のＥｎ－Ｆ
ａｃｅ画像である場合は、深さ範囲が異なるＥｎ－Ｆａｃｅ画像であることを特徴とする
請求項１６乃至１８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記表示画面に前記被検眼の断層画像を更に表示する手段を更に有し、
　前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記第２のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の前記深さ位置を、前
記断層画像に重ねて表示することを特徴とする請求項１６乃至２０の何れか１項に記載の
情報処理装置。
【請求項２２】
　複数種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像から選択された第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と、前記複数
種類のＥｎ－Ｆａｃｅ画像から選択された前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とは異なる第２
のＥｎ－Ｆａｃｅ画像とを表示画面に表示する工程と、
　前記第１のＥｎ－Ｆａｃｅ画像と前記第２のＥｎ－Ｆａｃｅ画像の深さ範囲を連動して
変更する工程とを有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２３】
　請求項１５又は２２に記載の情報処理方法の各工程をコンピュータに実行させるプログ
ラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　開示の情報処理装置の一つは、
　被検眼の正面画像を取得する第１取得部と、
　ＯＣＴ光学系を用いて得た前記被検眼の異なる位置の複数の断層像を用いて、前記被検
眼のＥｎ－Ｆａｃｅ画像を取得する第２取得部と、
　前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像を前記正面画像に重畳して表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記正面画像に重畳された前記Ｅｎ－Ｆａｃｅ画像の前記被検眼に
おける深さ範囲を、前記断層像における層境界の情報を用いて設定可能に構成される。
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